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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第88期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第87期

会計期間 自  平成20年４月１日
至  平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

営業収益 （百万円） 137,733 624,044

経常利益 （百万円） 11,450 32,670

四半期（当期）純利益 （百万円） 7,197 18,930

純資産額 （百万円） 218,392 211,780

総資産額 （百万円） 1,296,239 1,293,446

１株当たり純資産額 （円） 295.21 285.85

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 9.86 26.11

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） ― ―

自己資本比率 （％） 16.6 16.2

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 976 93,699

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △14,869 △125,265

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 7,138 21,148

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 （百万円） 13,022 19,777

従業員数 （人） 13,866 13,565

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており
ません。
２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。
３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載してお
りません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間から事業の種類別セグメントの事業区分を変更しております。変更の内容については、

「第５　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりであります。

　

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 13,866（3,704）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載してお
ります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 3,536

（注）従業員数は就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

当社グループの主たる事業は、鉄道事業を中核とする運輸業、百貨店業を中核とする流通業、建物の賃貸、土地及び建

物の販売を行う不動産業及びその他の事業であり、役務の提供を主体とする事業の性格上、生産及び受注の状況を金額

あるいは数量で示すことはしておりません。

そのため生産、受注及び販売の状況については、「３　財政状態及び経営成績の分析」における各事業の種類別セグメ

ントごとに業績に関連付けて示しております。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

当年度は四半期報告制度の導入初年度であるため、「(1）業績の状況」において比較、分析に用いた前年同期数値は、

独立監査人による四半期レビューを受けておりません。

　

(1）業績の状況

当第１四半期のわが国経済は、原油や原材料価格の高騰等により企業収益にかげりが見られるなか、民間設備投資

の増加基調が鈍化するとともに雇用情勢の改善も足踏み状態となったほか、個人消費にも停滞感が漂うなど景気に減

速傾向が見られる状況となりました。

このような状況のもと、当社グループでは各事業にわたり積極的な営業活動を展開いたしましたが、前期末に小田

急建設㈱が当社の連結範囲から除外されたことなどにより、営業収益は1,377億３千３百万円と、前年の第１四半期に

比べ131億５千５百万円の減少（前年同期比8.7％減）となりました。また、営業利益は不動産業の減益に伴い134億１

千５百万円と、前年の第１四半期に比べ22億４千６百万円の減少（前年同期比14.3％減）となったほか、経常利益は

114億５千万円と、前年の第１四半期に比べ31億５千１百万円の減少（前年同期比21.6％減）となりました。四半期純

利益は、前年の第１四半期に固定資産売却益ならびに有価証券売却益を特別利益に計上した反動から71億９千７百万

円と、前年の第１四半期に比べ35億４千６百万円の減少（前年同期比33.0％減）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　

①　運輸業

運輸業では、昨年３月よりサービスを開始したＩＣカード乗車券ＰＡＳＭＯに係る計上方法変更の反動により、

当社の鉄道事業における収入が減少したものの、バス事業において都市部を中心に輸送人員が増加したことから

増収となりました。また、箱根地区においても、箱根ロープウェイ㈱や箱根観光船㈱で輸送人員が堅調に推移し、増

収となりました。その結果、営業収益は441億１千４百万円と、前年の第１四半期に比べ３億５千６百万円増加（前

年同期比0.8％増）いたしました。しかしながら、営業利益につきましてはバス事業における車両更新に伴う減価償

却費の増加、原油価格の高騰による燃料費の増加などの影響により、97億４千７百万円と、前年の第１四半期に比

べ２億６千９百万円の減少（前年同期比2.7％減）となりました。

　

(業種別営業成績表)

業種別

当第１四半期連結会計期間
（20．４．１～20．６．30）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

鉄道事業 32,682 △0.8

自動車運送事業 10,141 7.0

タクシー事業 997 △1.0

航路事業 551 12.2

索道業 438 40.0

その他 208 △4.6

消去 △905 ―

営業収益計 44,114 0.8

(提出会社の鉄道事業運輸成績表)
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種別 単位

当第１四半期連結会計期間
（20．４．１～20．６．30）

　 対前年同期増減率（％）

営業日数 日 91 0.0

営業キロ キロ 120.5 0.0

客車走行キロ 千キロ 42,927 2.5

輸送人員

定期 千人 117,408 0.1

定期外 〃 70,676 0.8

計 〃 188,084 0.4

旅客運輸収入

定期 百万円 11,636 0.5

定期外 〃 17,270 △0.8

計 〃 28,907 △0.3

運輸雑収 〃 1,072 △4.5

運輸収入合計 〃 29,980 △0.5

乗車効率 ％ 49.2 ―

(注)　乗車効率の算出方法

乗車効率＝延人キロ（駅間通過人員×駅間キロ程）／（客車走行キロ×平均定員）×100

　

②　流通業

流通業では、百貨店業において町田店が堅調に推移したものの、大規模改装工事を実施している新宿店が減収と

なったほか、ストア業において前期に金券類の収入計上方法を変更した影響があったことから減収となりました。

その結果、営業収益は639億６千５百万円と、前年の第１四半期に比べ13億６千２百万円減少（前年同期比2.1％

減）いたしました。営業利益につきましては、ストア業が堅調に推移したものの、百貨店業における減収に伴い14

億７千９百万円と、前年の第１四半期に比べ１億２千６百万円の減少（前年同期比7.9％減）となりました。

　

(業種別営業成績表)

業種別

当第１四半期連結会計期間
（20．４．１～20．６．30）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

百貨店業

小田急百貨店新宿店 26,945 △4.6

小田急百貨店町田店 11,954 4.2

小田急百貨店藤沢店 4,291 △0.1

その他 1,797 △1.7

計 44,989 △1.9

ストア業等 21,383 △2.2

消去 △2,407 ―

営業収益計 63,965 △2.1
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③　不動産業

不動産業では、賃貸業において昨年９月に小田急西新宿ビル㈱が取得したオフィスビルの賃貸収入が計上され

たほか、当社が保有する賃貸施設も堅調に推移いたしました。しかしながら、分譲業において、当第１四半期に計上

される見込みであった販売物件の計上が、一部第２四半期へずれ込んだことなどにより、営業収益は133億６千８

百万円と、前年の第１四半期に比べ33億３千４百万円減少（前年同期比20.0％減）いたしました。営業利益につき

ましても、分譲業における減収に伴い19億３千１百万円と、前年の第１四半期に比べ19億２千９百万円の減少（前

年同期比50.0％減）となりました。

　

(業種別営業成績表)

業種別

当第１四半期連結会計期間
（20．４．１～20．６．30）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

不動産分譲業 3,474 △55.3

不動産賃貸業 10,300 13.3　

その他 487 △2.6　

消去 △894 ―

営業収益計 13,368 △20.0　

④　その他の事業

その他の事業では、ホテル業においてハイアットリージェンシー東京の改装工事による客室の売り止めに伴い

減収となったものの、建設業セグメントの廃止により、小田急設備㈱がその他の事業に移行したことなどにより増

収となりました。その結果、営業収益は243億９千７百万円と、前年の第１四半期に比べ２億２百万円増加（前年同

期比0.8％増）いたしました。しかしながら、営業利益につきましては、ホテル業における減収などにより、１億８千

３百万円と、前年の第１四半期に比べ５億１千６百万円の減少（前年同期比73.8％減）となりました。

　

(業種別営業成績表)

業種別

当第１四半期連結会計期間
（20．４．１～20．６．30）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

ホテル業

ハイアットリージェンシー
東京 2,633 △13.8

ホテルセンチュリー静岡 971 △9.1

小田急ホテルセンチュリー　
サザンタワー 873 △2.2

その他 2,506 △8.2

計 6,985 △9.8

レストラン飲食業 5,603 2.3

旅行業 1,775 △2.7

ビル管理・メンテナンス業 5,292 14.0

その他 6,355 3.7

消去 △1,615 ―

営業収益計 24,397 0.8
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(2）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益120億９千

１百万円に減価償却費や法人税等の支払額などを加減した結果、９億７千６百万円の資金収入となりました。一方、投

資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の進捗により148億６千９百万円の資金支出となったほか、財務活動に

よるキャッシュ・フローは、設備投資に必要な資金を借り入れたことなどにより71億３千８百万円の資金収入となり

ました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ67億５千４百万円減少し、

130億２千２百万円となりました。
　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社グループでは、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、

その内容等は次のとおりであります。

　

(基本方針の内容及びその実現に資する特別な取組み)

当社グループは、「お客さまの“かけがえのない時間”と“ゆたかなくらし”の実現に貢献します。」という経営

理念のもと、中長期的な視点にたち、当社線沿線地域を中心として、運輸、流通、不動産、ホテル、レストランなど暮らし

に密着したさまざまな事業を営むとともに、沿線エリアの発展に寄与するさまざまな施策を実施することにより、企

業価値・株主価値の持続的向上に努めてまいりました。とりわけ、当社グループは鉄道事業やバス事業など多くのお

客さまの命をお預かりする公共交通機関としての社会的使命を有しており、安全輸送の確保と安定輸送体制の確立を

最優先課題として、各種施策に取り組んでおりますが、高品質な輸送サービスを安定的・継続的に提供するためには、

安定した経営基盤のもと中長期的な視点から安全対策投資を継続的に実施するとともに、長年培ってきた経験・ノウ

ハウの承継、人材の育成等が必要不可欠であります。さらに、当社グループの事業エリアである当社線沿線地域の基盤

整備という観点から、複々線化事業をはじめとする設備投資を継続的に実施しております。また、運輸業以外の事業に

おいても、長年にわたり築き上げてきたお客さまとの信頼関係を土台に、各事業間のシナジー効果を生かすとともに、

住民や自治体などさまざまなステークホルダーとの利益の調和を図りながら事業の成長に取り組んでおります。　

その一方で近時、会社の取締役会の賛同を得ずに行う大規模な株式買付けの動きが顕在化してきております。当社

取締役会は、株式公開会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、特定の者の大規模な買付行為に応じ

て当社株式を売却するか否かは、最終的には当社の株主のみなさまの判断に委ねられるべきものだと考えておりま

す。

しかしながら、企業買収の中には、株式買付けの目的等からみて重要な営業用資産を売却処分するなど企業価値を

損なうことが明白であるもの、買収に応じることを株主に事実上強要する仕組みをとるもの、買収提案の内容や買収

者自身について十分な情報を提供しないもの、被買収会社の取締役会が買収提案を検討し代替案を株主に提供するた

めの時間的余裕を与えないものなど不適切なものも少なくありません。

前述のとおり、当社取締役会といたしましては、中長期的な視点から企業価値の源泉である当社線沿線地域の発展

に取り組むことが、株主価値の最大化につながると考えており、短期的な視点による経営は当社グループの企業価値

・株主共同の利益を毀損するものと考えております。　

さらに、当社グループの事業が多岐にわたっているため、外部者である買収者からの提案を受けた際に、株主のみな

さまが限られた時間の中で当社グループの有形無形の経営資源、幅広い事業が有機的に結合して生み出すシナジー効

果などを適切に評価したうえで、買収者の提案が企業価値・株主共同の利益に及ぼす影響について、短期間のうちに

的確な判断を行うことは容易ではないものと思われます。　

このような状況を踏まえ、上記のような株式買付行為に関しては、当社の企業価値・株主共同の利益を守るという

観点から相当の対抗措置を講じる必要があると考え、当社取締役会では、大規模買付者に対してその目的や内容、買付

対価の算定根拠などの十分な情報提供と適切な評価期間の確保を要請することなどにより、株主のみなさまが適切な

状況判断を行えるようにするための「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいま

す。）を定めております。　
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(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

)　

本プランは、当社株式に対して大規模買付行為（下記①に定義します。）が行われる場合に、株主のみなさまが適切

なご判断を行うための必要十分な情報及び時間を確保するため、当社取締役会が、当該大規模買付行為を行おうとす

る者又は当該大規模買付行為の提案を行う者（以下、あわせて「大規模買付者等」といいます。）に対して、あらかじ

め当社が定める情報（以下「大規模買付情報」といいます。）の提供を求め、当該大規模買付行為についての評価、検

討、大規模買付者等との買付条件に関する交渉又は株主のみなさまへの代替案等の提示等を行い、当社取締役会から

独立した機関として設置する独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで必要に応じて対抗措置を発動するという、大

規模買付行為に関する手続き（以下「本手続き」といいます。）を定めたものであります。したがって、本手続きを遵

守しない大規模買付行為に対して、対抗措置を講じることがあります。　

本プラン及び本手続きの具体的内容は以下のとおりであります。　

①　本プランの対象となる当社株式の買付け　

以下に記載のア又はイのいずれかに該当する買付行為（以下、あわせて「大規模買付行為」といいます。）が本

プランの対象となります。ただし、事前に当社取締役会が同意し、かつ、公表したものを除きます。

ア　当社が発行する株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け

イ　当社が発行する株券等について、公開買付け後の公開買付者の株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の

株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け　

※　記載の用語は金融商品取引法に基づきます。　

②　独立委員会の設置　

当社は、本プランに基づく大規模買付者等に対する対抗措置の発動の是非について、当社取締役会による最終決

定を行いますが、当社取締役会による恣意的な判断を排除し、当該決定の合理性・公正性を担保するため、当社は、

当社取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置します。独立委員会は、大規模買付者等からの大規模買付

情報及び当社取締役会から提供された情報等に基づいて、当社の企業価値・株主共同の利益の向上の観点から大規

模買付行為についての評価・検討を行い、当社取締役会に対し対抗措置の発動の是非を勧告し、当社取締役会は、独

立委員会の勧告を最大限尊重したうえで対抗措置の発動について決定することとします。

この独立委員会は３名以上の委員により構成され、各委員は当社取締役会が当社社外取締役、当社社外監査役及

び社外の有識者の中から選任し、その任期は１年間で再任を妨げないものとします。また、その決議は原則として委

員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います。

なお、現在の委員は、原田佑介氏（当社社外監査役）、深澤武久氏（同）、岡田清氏（成城大学名誉教授）の３名

です。　

③　大規模買付者等による当社に対する意向表明書の提出　

大規模買付者等には、大規模買付行為又は大規模買付行為の提案に先立ち、まず、大規模買付者等の名称及び住

所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先、大規模買付行為の概要、本プランに定められた本手続きを遵守する旨の

誓約を明示した書面（以下「意向表明書」といいます。）を当社取締役会に提出していただきます。

④　大規模買付者等による当社に対する情報提供　

次に、当社取締役会は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大規模買付者等に対して、大規模買付行為

に関する情報として当社取締役会への提出を求める事項について記載した書面を交付し、大規模買付者等には、当

該書面に従って大規模買付情報を、当社取締役会が適切と判断する期限までに当社取締役会に書面で提出していた

だきます。　

⑤　独立委員会による大規模買付行為に関する情報の評価・検討等

上記④に基づき大規模買付情報の提供が行われた後、独立委員会は、これらの情報を評価・検討し、必要があれば

当社取締役会を通じて大規模買付者等との買付条件に関する交渉を行い、当該大規模買付行為に対する意見形成等

を行います。また、独立委員会は大規模買付情報を評価・検討するための必要な情報として、当社取締役会に対し

て、大規模買付者等からの提案内容に関する意見及び代替案等の情報提供を求めることがあります。

独立委員会がこれらの評価・検討等を適切に行うには一定の十分な期間が必要であるため、当社取締役会は、大

規模買付行為の内容に応じて、60～90日間の評価期間（以下「評価期間」といいます。）を設定します。したがっ

て、大規模買付者等は、評価期間が経過した後においてのみ大規模買付行為を開始することができるものとします。

⑥　大規模買付行為への対応　

大規模買付者等が本手続きを遵守した場合には、原則として、当社取締役会の決定によって、当該大規模買付行為

に対する対抗措置を発動することはありません。大規模買付者等の提案に応じるか否かは、株主のみなさまにおい

て、当該大規模買付行為の内容並びにそれに対する当社取締役会の意見及び代替案等をご考慮のうえ、ご判断いた

だくことになります。　
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ただし、大規模買付者等が本手続きを遵守した場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共

同の利益を著しく損なう濫用的買収等に該当すると独立委員会が判断した場合には、独立委員会は当社取締役会に

対して対抗措置の発動を勧告することがあります。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、当

社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、法令及び当社定款が当社取締役会の権限として認める事

項に基づいて、対抗措置の発動を決定することができるものとします。一方、大規模買付者等が本手続きを遵守しな

かった場合には、独立委員会は当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告いたします。当社取締役会は、同委員会

の勧告を最大限尊重したうえで、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、法令及び当社定款が

当社取締役会の権限として認める事項に基づいて、対抗措置の発動を決定することができるものとします。　

⑦　対抗措置の具体的内容(新株予約権の無償割当て等)

本プランに従い当社取締役会が行う具体的な対抗措置は、取得条項付新株予約権を用いた新株予約権無償割当て

等会社法その他法令及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置等を想定しておりますが、当社取締役会

は、独立委員会の意見を最大限尊重し、株主のみなさまのご負担等も考慮したうえ、大規模買付行為への対抗措置と

して適切と認めるものを選択することとします。　

なお、上記の新株予約権無償割当てに備え、平成18年６月29日に開催の当社定時株主総会（以下「同株主総会」

といいます。）において、発行可能株式総数を14億株から22億株に増加する定款変更を行うことを決議しておりま

す。

⑧　本プランによる株主のみなさまへの影響等について

本プランの導入によって、株主のみなさまの権利及び経済的利益に直接影響を与えることはありません。

また、本プランに基づく対抗措置の発動時においても、大規模買付行為者等を除く株主のみなさまが法的権利又

は経済的側面において格別の損失を被る事態は想定しておりません。ただし、本プランに基づく対抗措置として新

株予約権の無償割当てを行う場合には、所定の手続きが必要となる場合もあります。　
　

(本プラン等が基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものでなく、会社役員の地位の維持を目的とするも

のでないことへの該当性に関する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由)

当社取締役会は、基本方針の実現に資する特別な取組みについては、中長期的な視点から企業価値の源泉である当

社線沿線地域の発展のために行われるものであり、これが株主価値の最大化につながるものであることから、基本方

針に沿うものであることはもとより、株主共同の利益を損なうものでなく、会社役員の地位の維持を目的とするもの

でないことの各要件に該当するものであると判断しております。また、本プランについても、これまで述べてきた内容

に加え、以下に記載の①ないし③までの内容により、上記の各要件に該当するものであると判断しております。

①　独立委員会の設置及び情報の開示について　

前述のとおり、本プランに係る当社取締役会による恣意的な判断を排除し、当該決定の合理性・公正性を担保す

るため、当社は、当社取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置しています。

また、当社取締役会又は独立委員会は、本プランの一連の手続きにおいて生じた情報、例えば意向表明書の提出が

あった事実、大規模買付者等より提供された大規模買付情報その他の大規模買付行為に関連する情報、評価期間を

延長した場合は延長期間とその理由、独立委員会の勧告内容、当社取締役会の判断等について、株主のみなさまのご

判断のため開示することが妥当であると考えられるものについては、当社取締役会を通じて、適時適切に開示する

こととしています。

②　株主のみなさまの承認について

本プラン導入の是非については、株主のみなさまの意思に依拠することが望ましいと考え、その導入を同株主総

会において決議しました。あわせて、本プランに対する株主のみなさまのご意向を反映させることを可能にするた

め、取締役の任期を１年とすることとし、同株主総会の承認決議を経て所要の定款変更を実施しました。

また、本プランの有効期間は、同株主総会終了後から平成21年３月期にかかる当社定時株主総会の終結時までと

しています。ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の議案が

承認可決された場合又は当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランは当該時

点で廃止されるものとし、その旨を速やかに株主のみなさまへ開示するものとします。したがって、本プランは、株

主のみなさまのご意向により、これを廃止させることが可能となっています。

③　本プランの適法性、妥当性について

本プランは、関係諸法令、東京証券取引所が定める買収防衛策の導入にかかる規則等、経済産業省、法務省が平成

17年５月に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」に則って策

定したものです。
　

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

① 重要な設備計画の完了

前連結会計年度末に計画していた設備の計画のうち、当第１四半期連結会計期間に完了したものは、以下のとおりで

あります。

（国内子会社）

会社名 設備の内容
事業の種類別

セグメントの名称

総工事費

(百万円)
完成年月

小田急不動産㈱ 御成門小田急ビル 不動産業 644 平成20年６月

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

② 重要な設備計画の変更

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画されていた設備の計画について、重要な変更はありま

せん。

　

③ 重要な設備の新設等

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画は、以下のとおりであります。

（国内子会社）

会社名 設備の内容
事業の種類別

セグメントの名称

投資予定額

資金調達方法
工事の

着手年月

完了の

予定年月総額

（百万円）

既支払額

（百万円）

小田急不動産㈱ フェルキー中央林間 不動産業 1,071 509
自己資金

及び借入金
平成20年６月 平成20年７月

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

④ 重要な設備の除却等

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 2,200,000,000

計 2,200,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在

発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 736,995,435 736,995,435 東京証券取引所
（市場第一部） ―

計 736,995,435 736,995,435 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成20年６月30日 ― 736,995 ― 60,359 ― 23,863

　

（５）【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。　

①【発行済株式】

（平成20年３月31日現在）　

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）
  普通株式

422,000
― ―

（相互保有株式）
  普通株式

11,284,000
― ―

完全議決権株式（その他）   普通株式
717,945,000 717,945 ―

単元未満株式   普通株式
7,344,435 ― ―

発行済株式総数 736,995,435 ― ―

総株主の議決権 ― 717,945 ―

(注) １　「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ16,000株
（議決権16個）及び507株含まれております。

２　「単元未満株式」には、自己株式415株、相互保有株式10,896株を含んでおり、その所有者の名称及び所有株式数
は小田急電鉄株式会社415株、箱根観光船株式会社921株、箱根ロープウェイ株式会社950株、江ノ島電鉄株式会
社815株、神奈川中央交通株式会社32株、小田急バス株式会社450株、立川バス株式会社950株、大山観光電鉄株式
会社875株、株式会社小田急百貨店944株、小田急商事株式会社119株、小田急不動産株式会社69株、株式会社小田
急レストランシステム825株、小田急車両工業株式会社950株、株式会社小田急ビルサービス875株、株式会社小
田急ハウジング600株、小田急設備株式会社871株となっております。

３　「単元未満株式」には、株主名簿上は小田急不動産株式会社名義となっておりますが、実質的に保有していな
い株式が650株含まれております。
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②【自己株式等】

　 （平成20年３月31日現在）

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式） 　     

小田急電鉄株式会社
東京都渋谷区代々木２丁目28
番12号

422,000 ― 422,000 0.06

（相互保有株式） 　     

箱根観光船株式会社 神奈川県足柄下郡箱根町箱根
161 15,000 ― 15,000 　           0.00

箱根ロープウェイ株式会
社

神奈川県小田原市城山１丁目
６番26号 14,000 ― 14,000 　           0.00

江ノ島電鉄株式会社 神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁
目４番７号 566,000 ― 566,000 0.08

神奈川中央交通株式会社 神奈川県平塚市八重咲町６番
18号 8,562,000 ― 8,562,000 1.16

小田急バス株式会社 東京都渋谷区代々木２丁目28
番12号 847,000 ― 847,000 0.11

立川バス株式会社 東京都立川市高松２丁目27番
27号 14,000 ― 14,000 　           0.00

大山観光電鉄株式会社 神奈川県伊勢原市大山355番地 48,000 ― 48,000 0.01

株式会社小田急百貨店 東京都新宿区西新宿１丁目１
番３号 76,000 ― 76,000 0.01

小田急商事株式会社 東京都世田谷区経堂２丁目１
番31号 454,000 ― 454,000 0.06

小田急不動産株式会社 東京都渋谷区初台１丁目47番
１号　 30,000 ― 30,000 　           0.00

株式会社小田急レストラ
ンシステム

東京都渋谷区代々木２丁目28
番12号 6,000 ― 6,000 　           0.00

小田急車両工業株式会社 神奈川県小田原市東町５丁目
13番19号 14,000 ― 14,000 　           0.00

株式会社小田急ビルサー
ビス

東京都渋谷区代々木２丁目28
番12号 43,000 ― 43,000 0.01

株式会社小田急ハウジン
グ

東京都渋谷区初台１丁目47番
１号 171,000 ― 171,000 0.02

小田急設備株式会社 東京都新宿区西新宿４丁目32
番22号 424,000 ― 424,000 0.06

計 ― 11,706,000 ― 11,706,000 1.59

(注) １　小田急電鉄株式会社の自己名義所有株式422,000株については、この他にも実質的に所有していない株式が1,000
株（議決権１個）あります。なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」に含め
て記載してあります。
２　当社は平成20年５月９日をもって、当社の子会社の所有する当社株式のうち、箱根観光船株式会社より15,921
株、箱根ロープウェイ株式会社より14,950株、立川バス株式会社より14,000株、株式会社小田急百貨店より76,944
株、小田急商事株式会社より454,000株、小田急不動産株式会社より29,900株、株式会社小田急レストランシステ
ムより6,000株、株式会社小田急ビルサービスより43,000株、株式会社小田急ハウジングより171,000株、小田急設
備株式会社より424,000株を自己株式として取得しました。
　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月

最高（円） 750 732 697

最低（円） 696 676 661

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部によるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】
１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を

適用しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けており

ます。

なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から名称

変更しております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,439 20,596

受取手形及び売掛金 22,043 23,484

有価証券 10 10

商品及び製品 12,276 11,405

分譲土地建物 45,888 43,311

仕掛品 1,689 748

原材料及び貯蔵品 1,688 1,411

その他 32,010 30,820

貸倒引当金 △202 △246

流動資産合計 131,844 131,541

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1, ※3
 478,834

※1, ※3
 482,747

機械装置及び運搬具（純額） ※1, ※3
 79,759

※1, ※3
 81,728

土地 ※3
 352,788

※3
 352,242

建設仮勘定 109,945 108,681

その他（純額） ※1, ※3
 15,075

※1, ※3
 12,922

有形固定資産合計 1,036,404 1,038,322

無形固定資産

のれん 8,111 7,810

その他 12,814 12,723

無形固定資産合計 20,925 20,534

投資その他の資産

投資有価証券 78,882 73,963

その他 29,006 30,482

貸倒引当金 △824 △1,397

投資その他の資産合計 107,064 103,048

固定資産合計 1,164,395 1,161,904

資産合計 1,296,239 1,293,446
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 28,679 32,105

短期借入金 204,593 187,121

1年以内償還社債 25,000 25,000

未払法人税等 4,563 7,994

前受金 32,224 26,679

賞与引当金 8,735 8,556

商品券等引換引当金 939 1,014

その他の引当金 148 142

その他 79,955 99,955

流動負債合計 384,839 388,570

固定負債

社債 150,000 150,000

長期借入金 268,942 273,243

鉄道・運輸機構長期未払金 131,463 131,463

退職給付引当金 30,224 30,209

受託工事長期前受金 11,214 9,414

その他 69,437 65,864

固定負債合計 661,283 660,196

特別法上の準備金

特定都市鉄道整備準備金 31,725 32,900

特別法上の準備金合計 31,725 32,900

負債合計 1,077,847 1,081,666

純資産の部

株主資本

資本金 60,359 60,359

資本剰余金 58,801 59,012

利益剰余金 70,049 65,054

自己株式 △4,344 △3,291

株主資本合計 184,865 181,135

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 31,058 28,385

土地再評価差額金 △754 △754

評価・換算差額等合計 30,304 27,630

少数株主持分 3,223 3,013

純資産合計 218,392 211,780

負債純資産合計 1,296,239 1,293,446
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業収益 137,733

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 100,629

販売費及び一般管理費 ※
 23,688

営業費合計 124,318

営業利益 13,415

営業外収益

受取利息 11

受取配当金 829

持分法による投資利益 292

雑収入 976

営業外収益合計 2,110

営業外費用

支払利息 3,618

雑支出 456

営業外費用合計 4,075

経常利益 11,450

特別利益

固定資産売却益 17

工事負担金等受入額 339

特定都市鉄道整備準備金取崩額 1,175

その他 5

特別利益合計 1,537

特別損失

固定資産売却損 4

固定資産圧縮損 156

固定資産除却損 591

その他 143

特別損失合計 896

税金等調整前四半期純利益 12,091

法人税、住民税及び事業税 3,899

法人税等調整額 778

法人税等合計 4,678

少数株主利益 216

四半期純利益 7,197
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 12,091

減価償却費 13,999

減損損失 88

のれん償却額 493

賞与引当金の増減額（△は減少） 179

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △617

商品券等引換引当金の増減額（△は減少） △74

受取利息及び受取配当金 △841

支払利息 3,618

持分法による投資損益（△は益） △292

工事負担金等受入額 △339

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △1,175

固定資産売却損益（△は益） △12

固定資産除却損 294

固定資産圧縮損 156

たな卸資産評価損 260

売上債権の増減額（△は増加） 1,497

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,921

仕入債務の増減額（△は減少） △3,835

その他 △11,257

小計 9,327

利息及び配当金の受取額 909

利息の支払額 △2,308

法人税等の支払額 △6,951

営業活動によるキャッシュ・フロー 976

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △200

投資有価証券の売却による収入 6

子会社株式の売却による収入 1,670

有形固定資産の取得による支出 △23,515

有形固定資産の売却による収入 47

受託工事前受金の受入による収入 5,138

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 1,799

その他 183

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,869
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 15,349

長期借入れによる収入 1,340

長期借入金の返済による支出 △6,118

配当金の支払額 △2,064

自己株式の取得による支出 △1,063

その他 △304

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,138

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,754

現金及び現金同等物の期首残高 19,777

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 13,022
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項

の変更

(リース取引に関する会計基準の適用)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公

認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度

に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間

からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。

借手側の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却の方法については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。

また、貸手側のリース取引開始日が適用初年度前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

当該変更に伴う損益及びセグメント情報に与える影

響は軽微であります。

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

重要な事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

(有形固定資産の耐用年数の変更)

平成20年度の法人税法の改正を契機に機械装置の耐用年数を見直し、当第１四半期

連結会計期間より耐用年数を変更しております。

当該変更に伴う損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

 百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額 611,895
　
２　偶発債務

(1) 下記の借入金等に対して債務保証を行っておりま

す。

 百万円

箱根登山トータルサービス㈱ 80

㈱東海車輌サービス 65

㈱新東海バス 70

東京私鉄自動車協同組合 10

従業員住宅ローン 2,437

計 2,662
　

(2）社債の債務履行引受契約に係る偶発債務
 百万円

第22回無担保社債 20,000
　
※３　固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金

等累計額 143,342百万円
　

 百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額 600,722
　
２　偶発債務

(1) 下記の借入金等に対して債務保証を行っておりま

す。

 百万円

箱根登山トータルサービス㈱ 80

㈱東海車輌サービス 71

㈱新東海バス 70

東京私鉄自動車協同組合 10

従業員住宅ローン 2,546

計 2,777
　

(2）社債の債務履行引受契約に係る偶発債務
 　

同左  
　
※３(1) 固定資産の取得原価から直接減額された工事負担

金等累計額 143,300百万円

(2) 収用等の代替資産についての当連結会計年度圧縮

額 166百万円
　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであります。

 百万円

(1）人件費 11,944

(2）経費 9,272

(3）諸税 516

(4）減価償却費 1,460

(5）のれん償却額 493
　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）
 百万円

現金及び預金勘定 16,439

有価証券勘定 10

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △130

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △10

短期借入金勘定に含まれる当座借越 △3,285

現金及び現金同等物 13,022
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

１　発行済株式の種類及び総数

普通株式　　736,995千株

　

２　自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　8,138千株

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 2,209百万円 3円00銭 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　
運輸業

(百万円)
流通業

(百万円)
不動産業
(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

営業収益        

(1）外部顧客に対する営業収益 43,166 63,007 11,949 19,610 137,733 ― 137,733

(2）セグメント間の内部営業収
益又は振替高

948 958 1,418 4,786 8,111 (8,111) ―

計 44,114 63,965 13,368 24,397 145,845 (8,111) 137,733

営業利益 9,747 1,479 1,931 183 13,341 (△74) 13,415

（注）１ 事業区分の方法

日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しておりま
す。

２ 各事業区分の主要な事業内容

運輸業…………鉄道、バス、タクシー、旅客航路、索道等の営業を行っております。
流通業…………百貨店業、ストア業を中心に商品の販売等を行っております。
不動産業………建物の賃貸、土地及び建物の販売等を行っております。
その他の事業…旅行業、ホテル業、レストラン飲食業、広告代理業、鉄道メンテナンス業、自動車整備販売業、金

融・経理代行業、園芸・造園業、ビル管理・メンテナンス業、保険代理業及び介護・保育業等
を行っております。

３ 事業区分の変更

事業区分の方法については、従来、「運輸業」、「流通業」、「不動産業」、「建設業」、「その他の事業」の５区
分により分類しておりましたが、「建設業」については、前連結会計年度末に小田急建設㈱、ケンキー工業㈱を連結
の範囲から除外したことに伴い金額が僅少となり重要性が乏しくなったため、当第１四半期連結累計期間より事業
区分を廃止し、従来「建設業」に含めていた子会社を「その他の事業」に含めております。
この結果、従来の方法と比較して、当第１四半期連結累計期間の「その他の事業」の営業収益は365百万円増加
し、営業利益は72百万円減少しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日） 　

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はありません。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）　

海外売上高がないため記載しておりません。　
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（１株当たり情報）

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 295円21銭

　

１株当たり純資産額 285円85銭

　

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
　

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額 （百万円） 218,392 211,780

純資産の部の合計額から控除する金額 （百万円） 3,223 3,013

（うち少数株主持分） （百万円） （3,223） （3,013）

普通株式に係る四半期末（期末）の
純資産額 （百万円） 215,169 208,766

１株当たり純資産額の算定に用いられた
四半期末（期末）の普通株式の数 （株） 728,857,138 730,349,497

２　１株当たり四半期純利益金額

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 9円86銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。　　

　
　
　

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純利益 （百万円） 7,197

普通株主に帰属しない金額 （百万円） ―

普通株式に係る四半期純利益 （百万円） 7,197

普通株式の期中平均株式数 （株） 729,837,798

（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

平成20年６月27日開催の取締役会決議に基づき、次のとおり第45回無担保社債を発

行いたしました。

(1）発行総額 金150億円

(2）発行利率 年1.18％

(3）払込期日 平成20年７月31日

(4）償還期日 平成23年７月25日

(5）資金使途 設備資金及び社債償還資金

　

　

２【その他】

該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月14日

小田急電鉄株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小　野　隆　良　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鐵　　　義　正　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小野原　徳　郎　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている小田急電鉄株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、小田急電鉄株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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